
１．定期健康診断について
　定期健康診断は、学校保健法に基づき年一度キャンパス別に次の日程で実施します。
　在学生全員が、該当する健康診断日時に以下の事項を注意のうえ、必ず受診してく
ださい。
⑴定期健康診断は、この期間以外一切行いません。
⑵定期健康診断を受けないと、
①授業等で必要な臨時健康診断は、受診できません。
②就職・奨学金・留学・スポーツ大会・アルバイト等に必要な「健康診断証明書」
の発行はできません。外部医療機関での健康診断は、高額負担になります。

⑶結果については、「二次検査が必要な方」のみ通知します。
　

２．受診上の注意事項
⑴学生証・ボールペン・鉛筆を持参してください。
⑵貴重品は、持参しないでください。衣類等は、袋を持参し自己の責任で管理して
ください。
⑶メガネ・コンタクトレンズを使用している方は必ず装着し、検査を受けてください。
　視力は、0.7以上に矯正しておいてください。
⑷ネックレスや金具のついた下着は、レントゲン診断の障害になるので着用しない
でください。無地のＴシャツの着用を勧めます。

　

３．就職用健康診断証明書の申込について
　就職活動等で健康診断証明書を必要とする４年生以上の方は、当日の健康診断終了
後に申込みを受け付けます。受付場所は、会場出口に掲示します。
　なお、郵送料として切手90円分および証明書１通につき100円の本学手数料証紙（10
通分は、1000円証紙）を用意してください。

　

４．健康診断証明書の発行について
　　　定期健康診断受診者を対象に発行します。発行は、準備の都合上５月初旬になります。

保健センター　　　　　　　　　　　
多摩キャンパス　　0426-74-2756
後楽園キャンパス　　03-3817-1722
市ヶ谷キャンパス　　03-5368-3503
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